
三重県 子ども・福祉部 地域福祉課
ユニバーサルデザイン班
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令和４年度 移動等円滑化評価会議中部分科会（R4.7.26)

三重県におけるユニバーサルデザイン
のまちづくりについて
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ユニバーサルデザイン（UD）
～三重県ユニバーサルデザインのまちづくり条例～

三重県では、すべての人が、互いの価値
を認め合いながら、自由に行動し、安全
で快適に生活できるユニバーサルデザイ
ンの

まちづくりに取り組んでいます。
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(目標）おもいやりの絆でつながる三重
すべての人々がお互いを認め合い、自由に行動・参画できる、
おもいやりの行動でつながる三重づくり

〈重点取組〉

○ヘルプマークの普及啓発
○県有施設や公共施設のユニバーサルデザインに配慮された整備

・共生社会の実現
・ダイバーシティ社会の実現

取組の視点
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第４次三重県ユニバーサルデザインのまち

づくり推進計画（２０１９－２０２２）

これまでの取組の検証

成果と課題
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県民のみなさん・市町・ＵＤアドバイザー・
地域の団体・事業者の参画

施策体系の3本柱と進める仕組み
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施策体系１ 施策体系２ 施策体系３

ハードハート ソフト
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・UDアドバイザー養成講座

・UD学校出前授業

三重県におけるＵＤ推進の取り組み

施策体系１ ＵＤの意識づくり（ハート）
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UDアドバイザー養成講座

・ユニバーサルデザインのまちづくりを推進し、地
域でリーダー的役割を果たす人材を育成するため、
UDアドバイザー制度を創設
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・ＵＤ団体（ＵＤアドバイザーが中心となって活動
している団体）、市町、市町社会福祉協議会等が
実施したUDアドバイザー養成講座の受講修了者を、
県がＵＤアドバイザーとして認定する（平成24年
度から。）

・平成12から23年度までは、県が養成講座を開催し、
受講修了者をUDアドバイザーと認定していた。
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UDアドバイザー養成講座の内容

①ＵＤ概論

②ＵＤ条例及びＢＦ法の整備基準概論

③高齢者の基礎知識・疑似体験

④肢体不自由者の基礎知識・疑似体験

⑤視覚障がい者の基礎知識・疑似体験

⑥聴覚障がい者の基礎知識

⑦妊産婦の基礎知識・疑似体験

⑧多文化共生社会づくり
• 各講座の時間は1時間程度 7
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UDアドバイザー養成の実績

• 県による育成者数

平成12年度から23年度まで 1,074名
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• UD団体が実施した養成講座受講者の認定者数

平成29年から令和3年度まで 135名

※参考（内訳）

平成29年度 1団体25名 令和元年度 2団体36名

平成30年度 3団体49名 令和２年度 1団体12名

令和３年度 1団体13名
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(ハート）
ＵＤ学校出前授業

• ユニバーサルデザインについての基本的
な知識の講習

• 車いす体験・アイマスク体験等の体験

講座

• UDに関するグループワーク

• 県内の小中学校、県立学校において実施
している。

10

資料７



講師派遣フロー図
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県内の小中学校、県立学校等

三重県地域福祉課

県内ユニバーサルデザイン団体（７団体）

講師派遣依頼

出前授業の実施依頼
講師の選定

県内の小中学校、県立学校等

講師の派遣
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UD学校出前授業の実績（三重県実施分）

年度 延べ受講人数 延べ実施学校数

令和３年度 １，１８５人 県内１８校

令和２年度 ７０４人 県内１２校

令和元年度 １，４０５人 県内２２校

平成３０年度 １，１００人 県内２０校
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最後に

もし自分が、家族、大切な人が、
そうだったら、もしかしたら、そうなるかもしれない。
自分事として考え、困っていることに気づけること
ハートのＵＤ

困っている人に、自然に声をかけられる社会へ
困っている人が安心して暮らせる社会へ

→おもいやりの絆でつながる三重へ

＝だれもが暮らしやすいまち

ユニバーサルデザインのまちへ
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     ＵＤアドバイザー要綱           

（目的） 

第1条 この要綱は、誰もが自由に社会参加できるユニバーサルデザインのまちづくり

を推進するため、地域でリーダー的役割を果たすＵＤアドバイザーに関して必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第2条 この要綱において、ＵＤアドバイザーとは、県が主催したＵＤアドバイザー養成

講座を終了し、又は別に定める UD アドバイザー認定要領の要件を満たした者で、

ＵＤアドバイザーとして登録された者をいう。 

（活動内容） 

第3条 ＵＤアドバイザーは、次の各号に掲げる活動を地域の実情に応じて、自主的

に行うものとする。 

（１） ユニバーサルデザインのまちづくりに関する普及啓発 

（２） ユニバーサルデザインのまちづくりに関する調査、研究、提言 

（３） 県、市町、関係団体の活動の支援 

（４） その他ユニバーサルデザインのまちづくりに関する調査、研究、提言 

（県の支援） 

第4条 県は、ＵＤアドバイザー活動に必要な情報の提供等、ＵＤアドバイザーの活動

を支援する。 

（ＵＤアドバイザー認定証等） 

第5条 ＵＤアドバイザーには、UD アドバイザー認定証（第１号様式）を交付するととも

に、登録されていることを示すため、ＵＤアドバイザー証（第２号様式）を交付する。 

（変更届） 

第6条 ＵＤアドバイザーは、登録内容に変更が生じたときは、速やかにその旨県に届

けるものとする。 

（登録の削除） 

第7条 次の各号に該当する場合は、該当ＵＤアドバイザーを登録から削除するものと

する。 

（１） ＵＤアドバイザーから、登録削除の申し出があった場合 

（２） ＵＤアドバイザーとして活動を継続することが不可能と県に申し出があった場合 

（３） ＵＤアドバイザーとして、ふさわしくない行為があった場合 

２ 前項の規定により、ＵＤアドバイザーの登録を削除された者は、再度の登録は行わ

ないものとする。 

 

附則 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 
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第        号 

           氏名            

 

令和 年 月 日 

 

あなたはユニバーサルデザインアドバイ

ザー養成講座を修了しましたので、ＵＤア

ドバイザーとして認定します。 

三重県知事   一 見 勝 之 

ＵＤアドバイザー認定証
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令 和 ４ 年  月  日  

  

各小中学校長 様 

 

三重県子ども・福祉部地域福祉課長 

 

 

   「令和４年度ユニバーサルデザイン学校出前授業｣の募集について 

 

平素より、地域福祉行政の推進にご協力いただきありがとうございます。 

三重県では、次世代を担う子どもたちにユニバーサルデザインの考え方を浸透させ

ることを目的に、「ユニバーサルデザイン学校出前授業」を実施しています。 

令和４年度も引き続き当事業の実施を予定しており、別紙「令和４年度ユニバーサ

ルデザイン学校出前授業募集案内」のとおり、出前授業を希望される学校を募集する

こととしています。 

出前授業を受講することで、一人ひとりがお互いの違いを理解したうえで「支えあ

うにはどうしたらいいのか」、「住みよいまちはどのようなまちか」等について、子ど

もたち自らが考えられるようになることをめざしています。 

つきましては、出前授業の実施を希望される場合は、別紙募集案内をご覧いただき、

ぜひご応募くださいますようお願いいたします。 

なお、学校出前授業の実施にあたっては、講師となるユニバーサルデザインアドバ

イザー団体と協議の上、新型コロナウィルス感染症防止対策を十分に図っていただき

ますよう、ご協力をお願いします。                    
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事務担当（出前授業のお申し込み・お問い合わせ先） 

   〒５１４－８５７０（専用郵便番号のため住所の記載は不要です。） 

        三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 ユニバーサルデザイン班  

        電 話：０５９-２２４-３３４９  

ファクシミリ：０５９-２２４-３０８５ 

       メール：ud@pref.mie.lg.jp  

ホームページ：http://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/ 

 

 

                                    



 

  「令和４年度ユニバーサルデザイン学校出前授業｣の募集案内 

 

 三重県では、次世代を担う子どもたちにユニバーサルデザインの考え方を浸透させ

ることを目的に、「ユニバーサルデザイン学校出前授業」を希望される学校を募集し

ます。 

 

出前授業を受講することで、一人ひとりがお互いの違いを理解したうえで「支えあ

うにはどうしたらいいのか」、「住みよいまちはどのようなまちか」等について、子ど

もたち自らが考えられるようになることをめざしていますので、ぜひご応募ください。 

 

出前授業の実施を希望される場合は、下記申込締切日までに、別添申込書に記入の

うえ、担当者あて郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法でお申し込みく

ださい。 

なお、申込書は三重県ユニバーサルデザインのまちづくりホームページからも 

ダウンロードできます。 

         三重県 UD 学校出前授業    検索 

 

１． 出前授業内容 （学校との打ち合わせにより決定します） 

○講義（必須） 

講師からユニバーサルデザインについての話を聞いて学びます。 

   

○体験講座 

別紙 

 



   車いす体験、アイマスク体験などを通して、当事者の立場に立ち、考えること

により、援助や配慮が必要な方に対して、自分たちにできることを学びます。 

   

○グループワーク 

グループに分かれて、ユニバーサルデザインに関するさまざまなテーマについ

て、考えたり話し合ったりします。  

（例１） ユニバーサルデザイン製品が誰のために、どんな工夫がされている

のかを考える。 

（例２） 教材を使用して、家の中や、町の中のユニバーサルデザインを探す。 

（例３） 自分たちの町のユニバーサルデザインを発見する。 

（例４） 当事者のお話を聞き、支え合いながら、みんなが住みよい街にする

にはどうしたらよいのか、一緒に考え、話し合う。 

 

 

２．申込締切日 

   出前授業開催希望日の２か月前まで。 

 

  （申込にあたってのお願い） 

    ・出前授業の開催、講師決定までに少なくとも２週間程度かかりますのでご

了承ください。講師決定後は、事前打合せだけでなく、実施当日までの事

前学習をお願いする場合もあります。実施希望日までに余裕をもってお申

し込みください。 

    ・児童・生徒の人数が多い場合は、先生に体験講座のサポートをお願いす

 



ることもあります。その場合は、事前打合せとは別に、先生への事前レクチ

ャーの時間を取っていただきますようお願いします。 

     ・予算に限りがありますので、申込状況によっては実施できないこともあり

ます。 

     ・なお、学校出前授業の実施にあたっては、講師となるユニバーサルデザイ

ンアドバイザー団体と協議の上、新型コロナウィルス感染症防止対策を十

分に図っていただきますよう、ご協力をお願いします。 

 

３．講師 

   学校所在地の市町を中心に活動している、三重県が養成したユニバーサルデザ

インアドバイザーが中心となって設立した団体「ＵＤ団体」（下記一覧参照）に、

県から講師を依頼します。 

※ 学校の規模や地域の状況によっては対応できない場合もあります。 

  （ＵＤ団体一覧） 

団体名 事務局所在市 

桑員バリアフリーの会 桑名市 

特定非営利活動法人ＵＤほっとねっと 四日市市 

ハートフル・アクセス 鈴鹿市 

ＵＤ夢ネット亀山 亀山市 

ユニバーサルデザイン「夢現」 松阪市 

ＵＤうれしの 松阪市 

ユニバーサルデザイン志摩 志摩市 

 

 



４．出前授業時間 

  ・原則、講義（必須）と、体験講座もしくはグループワークの組み合わせで行い 

ます。 

  ・時間割例は下記のとおりです。 

○講義（必須）と体験講座（アイマスク体験）を行う場合 

   １限目 講義 

   ２限目 体験講座（アイマスク体験） 

○講義（必須）と体験講座（２体験）を行う場合 

   １限目 講義 

   ２限目 体験講座（Ａ班：アイマスク体験・Ｂ班：車いす体験） 

   ３限目 体験講座（Ａ班：車いす体験・Ｂ班：アイマスク体験） 

○講義（必須）とグループワークを行う場合 

１限目 講義 

２限目 グループワーク 

 

５．「ユニバーサルデザインのまちづくり」とは 

   障がいの有無、年齢、性別等にかかわらず、すべての人が社会のあらゆる分野

の活動に参加でき、安全かつ快適な生活を営むことができるようあらかじめ配慮

されたまちづくりのことをいいます。 

 

 

 

 

 



６．お申し込み・お問い合わせ先 

   〒５１４－８５７０（専用郵便番号のため住所の記載は不要です。） 

    三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 ユニバーサルデザイン班  

     電 話：０５９-２２４-３３４９  

ファクシミリ：０５９-２２４-３０８５ 

    メール：ud@pref.mie.lg.jp  

ホームページ：http://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/ 



「地域で育むユニバーサルデザインのまちづくり出前授業」申込書 

  年  月  日 

学 校 名  

学校長お名前  

所 在 地 〒 

担当者お名前  

電話／ファクシミリ     －   －    ／    －   －     

メール                         @        

車いすトイレ 
（ 有 ・ 無 ）（該当するほうに○印） 

→ 無 の場合、直近の車いすトイレまで、約   キロ。 

 

出前授業 

希望日時 

第１希望 

  月  日 曜日 

  時  分から 

  時  分まで 

第２希望 

  月  日 曜日 

  時  分から 

  時  分まで 

第３希望 

  月  日 曜日 

  時  分から 

  時  分まで 

事前打合せ 

希望日時 
（約 1 時間） 

第１希望 

  月  日 曜日 

  時  分から 

第２希望 

  月  日 曜日 

  時  分から 

第３希望 

  月  日 曜日 

  時  分から 

実施場所   学校内  ・  その他（                ） 

対象人数       年生    名 ／ その他（    ）   名 

内 容 
※ 希望する【 】

に〇を記入して

ください。 

【必須】講義 内容（                  ） 

【  】体験講座（車いす ・ アイマスク・その他（     ） 
※ 体験講座を希望する場合は、該当を〇で囲んでください 

「その他」の場合は具体的に（  ）に記入してください。 

【  】グループワーク 内容（              ） 

内容等に 

関する希望 

 

実施の目的 
 

児童・生徒に 

伝えたいこと 

 

児童・生徒の 

これまでの取

組 
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